
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ＪＡえちご上越 相続定期貯金「やさしさのこころ」商品内容 
 

●対象となる方  相続手続き完了後１年以内に、相続により取得した資金を原資としてお預入れいただける個人のお客さま 
 

●対象定期貯金  スーパー定期貯金または大口定期貯金 
 

●お預入れ金額  ３００万円以上(１円単位)で相続によりお受取の資産の範囲内 

          ※相続により取得した共済金(保険金)や不動産や株式等の換金代金もお預けいただけます 

          ※当ＪＡ以外でお受取りの相続資金も対象となります 
  

●お預入れ期間  １年 
 

●特    典  ①金利上乗せまたは②ＪＡ特産品(お米)進呈のいずれかをご選択いただけます 

          ①金利上乗せ 

          ・お預入れ時の店頭表示金利に０.20％を上乗せ 

※金利上乗せは初回満期時まで適用され、以降は店頭表示金利にて自動継続されます 

※お利息には国税 15.315％、地方税 5％が源泉分離課税されます 

          ②ＪＡ特産品(お米)の進呈 

          ・お預入れ金額３００万円以上６００万円未満の場合 お米５kg 進呈 

          ・お預入れ金額６００万円以上の場合 お米１０kg 進呈   

●お預入れの際には、お預入れされる方が相続人であること、および相続資金であることを確認できる書類(戸籍謄本・遺産分割 

協議書など)のご提示をお願いします。詳しくは支店窓口または本店金融課までお問い合わせください。 

 


